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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壁に形成された取付孔の位置でその壁に取り付けられ、その取付孔内に埋め込まれる配
線器具を取り付けるための取付枠を保持する保持枠であって、
　柔軟な樹脂により、上側部および下側部の双方を背面側に屈曲するための屈曲点を左側
部および右側部にそれぞれ有する枠状に形成され、
　前記上側部および下側部には、それぞれ背面側から上下方向に前記壁の背面と当接する
フランジ部が立設され、
　前記左側部および右側部には、それぞれ正面側から左右方向に前記壁の正面と当接する
フランジ部が立設され、
　上側部、下側部、左側部および右側部には、それぞれ前記壁の取付孔の内面に弾接する
嵌合用ばね部が形成され、
　左側部および右側部の中央部に、それぞれ背面側に開口する三角形状の切欠部が形成さ
れ、それら切欠部の頂点側がそれぞれ上記屈曲点となっており、
　左側部および右側部それぞれの背面側における切欠部の両側には前記壁の背面と当接す
る固定爪が形成されていることを特徴とする保持枠。
【請求項２】
　前記上側部および下側部には、取付枠の背面側に立設された係合突片と互いに係合する
係合部がそれぞれ設けられていることを特徴とする請求項１記載の保持枠。
【請求項３】
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　前記上側部および下側部の各々の係合部は、内周面の正面側に、背面側ほど高さが高く
なりその終端で段差が生じるテーパ状に形成され、前記係合突片の先端に外向きに形成さ
れた爪にそのテーパ状の部分を乗り越えさせてその爪を前記段差の面に掛止させることを
特徴とする請求項２記載の保持枠。
【請求項４】
　前記上側部および下側部の各々には、前記上側部および下側部に対応する前記取付枠の
各部分に形成されたねじ挿通孔に挿通されたねじをねじ止めするためのねじ孔が形成され
ていることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の保持枠。
【請求項５】
　前記壁は、所定の厚み寸法の石膏ボード、ベニヤ板、乾式パネルおよびケイサンカルシ
ウムボードを含む各種壁材のいずれかからなり、前記上側部および下側部の各々に立設さ
れているフランジ部と前記左側部および右側部の各々に立設されているフランジ部との間
における正面および背面方向の寸法が前記厚み寸法に設定されていることを特徴とする請
求項１から４のいずれかに記載の保持枠。
【請求項６】
　１個モジュール寸法の配線器具を３個取り付けることができる寸法、またはこの２連も
しくは３連の寸法に設定された取付枠の寸法に対応する大きさに形成されてなることを特
徴とする請求項１から５のいずれかに記載の保持枠。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の保持枠に保持される取付枠であって、前記保持枠の
上側部および下側部とこれらに対応する当該取付枠の各部分には、互いに係合する係合部
が設けられていることを特徴とする取付枠。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、壁に形成された取付孔の位置でその壁に取り付けられ、その取付孔内に埋め込
まれる配線器具を取り付けるための取付枠を保持する保持枠およびその取付枠に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、マンションや戸建て住宅などでいわゆる配線器具を壁面に形成された取付孔に埋め
込んだ状態で取り付けるには、ボックスやはさみ金具などが使用される。前者の場合、壁
の取付孔の奥側に予め埋め込まれたボックスに、結線済みの配線器具が取り付けられた取
付枠をねじ止めすることにより、配線器具を壁の取付孔に埋め込んだ状態で取り付けるこ
とができる。後者の場合、はさみ金具（例えば実開平４－１１１２２０号公報）を用いて
、結線済みの配線器具が取り付けられた取付枠を取付孔の位置で壁に取り付けることによ
り、配線器具を壁の取付孔に埋め込んだ状態で取り付けることができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ボックスやはさみ金具を使用する従来の取付方法では、工具を使用する必
要があり、また取付けのためのはさみ金具などが壁の取付孔の奥側に脱落するなどの問題
があり、取付けは必ずしも簡単ではなかった。
【０００４】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、工具を使用することなく、しかも極め
て簡単に脱落の心配なく取付孔の位置で壁に取り付けることができる保持枠を提供するこ
とを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するための請求項１記載の発明は、壁に形成された取付孔の位置でその
壁に取り付けられ、その取付孔内に埋め込まれる配線器具を取り付けるための取付枠を保
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持する保持枠であって、柔軟な樹脂により、上側部および下側部の双方を背面側に屈曲す
るための屈曲点を左側部および右側部にそれぞれ有する枠状に形成され、前記上側部およ
び下側部には、それぞれ背面側から上下方向に前記壁の背面と当接するフランジ部が立設
され、前記左側部および右側部には、それぞれ正面側から左右方向に前記壁の正面と当接
するフランジ部が立設され、上側部、下側部、左側部および右側部には、それぞれ前記壁
の取付孔の内面に弾接する嵌合用ばね部が形成され、左側部および右側部の中央部に、そ
れぞれ背面側に開口する三角形状の切欠部が形成され、それら切欠部の頂点側がそれぞれ
上記屈曲点となっており、左側部および右側部それぞれの背面側における切欠部の両側に
は前記壁の背面と当接する固定爪が形成されていることを特徴とする。
【０００６】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の保持枠において、前記上側部および下側部には
、取付枠の背面側に立設された係合突片と互いに係合する係合部がそれぞれ設けられてい
ることを特徴とする。
【０００７】
　請求項３記載の発明は、請求項２記載の保持枠において、前記上側部および下側部の各
々の係合部は、内周面の正面側に、背面側ほど高さが高くなりその終端で段差が生じるテ
ーパ状に形成され、前記係合突片の先端に外向きに形成された爪にそのテーパ状の部分を
乗り越えさせてその爪を前記段差の面に掛止させることを特徴とする。
【０００８】
　請求項４記載の発明は、請求項１から３のいずれかに記載の保持枠において、前記上側
部および下側部の各々には、前記上側部および下側部に対応する前記取付枠の各部分に形
成されたねじ挿通孔に挿通されたねじをねじ止めするためのねじ孔が形成されていること
を特徴とする。
【０００９】
請求項５記載の発明は、請求項１から４のいずれかに記載の保持枠において、前記壁は、
所定の厚み寸法の石膏ボード、ベニヤ板、乾式パネルおよびケイサンカルシウムボードを
含む各種壁材のいずれかからなり、前記上側部および下側部の各々に立設されているフラ
ンジ部と前記左側部および右側部の各々に立設されているフランジ部との間における正面
および背面方向の寸法が前記厚み寸法に設定されていることを特徴とする。
【００１０】
　請求項６記載の発明は、請求項１から５のいずれかに記載の保持枠において、１個モジ
ュール寸法の配線器具を３個取り付けることができる寸法、またはこの２連もしくは３連
の寸法に設定された取付枠の寸法に対応する大きさに形成されてなることを特徴とする。
【００１１】
請求項７記載の発明は、請求項１から６のいずれかに記載の保持枠に保持される取付枠で
あって、前記保持枠の上側部および下側部とこれらに対応する当該取付枠の各部分には、
互いに係合する係合部が設けられていることを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】
（第１実施形態）
図１は本発明に係る第１実施形態の保持枠を示す図、図２は保持枠に保持される取付枠を
示す図、図３は壁に取り付けられた保持枠に保持される取付枠の様子を示す透視図、図４
は保持枠を壁に取り付けるための手順を示す図、図５は壁に取り付けられた保持枠に取付
枠を保持させ取付枠に化粧プレートを取り付けるための手順を示す図である。
【００１３】
先ず、図２を用いて取付枠について説明する。ただし、図２（ａ）は取付枠の正面図、（
ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ線断面図、（ｃ）は取付枠の右側面図、（ｄ）は取付枠の上側面図
、（ｅ）は取付枠の背面図である。
【００１４】
図２に示す取付枠２は、当該取付枠２を後述の保持枠１に保持するための先端に外向きの
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爪２１０ａ，２２０ａを持つ係合突片２１０，２２０がそれぞれ背面側に立設された上側
部２１および下側部２２と、いわゆる１個モジュール寸法の配線器具（図５では３）を最
大で３個取り付けることができるようにするための複数の取付孔（図示せず）がそれぞれ
形成された左側部２３および右側部２４とを一体に有する枠状に形成されている。
【００１５】
また、上側部２１および下側部２２には、従来と同様に、壁の取付孔の奥側に予め埋め込
まれたボックスまたははさみ金具などにねじ止めするための小判状のねじ挿通孔２１１，
２２１がそれぞれ係合突片２１０，２２０の近傍に形成されているほか、それらねじ挿通
孔２１１，２２１の各両側に、化粧パネル（図５では４）を取り付けるための取付孔（図
５参照）が形成されている。
【００１６】
要するに、取付枠２は、爪２１０ａ，２２０ａを持つ係合突片２１０，２２０がそれぞれ
上側部２１および下側部２２の背面側に立設されている以外は例えば従来の樹脂製の取付
枠と同様に構成されるのであり、このため、さらなる詳細な説明は省略する。
【００１７】
次に、図１を用いて保持枠について説明する。ただし、図１（ａ）は保持枠の正面図、（
ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線断面図、（ｃ）は保持枠の右側面図、（ｄ）は保持枠の上側面図
、（ｅ）は保持枠の背面図、（ｆ）は（ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。
【００１８】
第１実施形態の保持枠１は、図１に示すように、壁（図４ではＷ）に形成された取付孔（
同図ではＷ１）の位置でその壁Ｗに取り付けられ、その取付孔Ｗ１内に埋め込まれる配線
器具３を取り付けるための取付枠２を保持するものであり、樹脂により、上側部１１およ
び下側部１２の双方を背面側に屈曲するための屈曲点１３１，１４１を左側部１３および
右側部１４にそれぞれ有する枠状に形成されている。第１実施形態では、保持枠１は、柔
軟な樹脂製であって、左側部１３および右側部１４の中央部に、それぞれ背面側に開口す
る三角形状の切欠部１３２，１４２が形成され、それら切欠部１３２，１４２の頂点側が
それぞれ上記屈曲点１３１，１４１となっている。
【００１９】
そして、上側部１１および下側部１２には、それぞれ背面側から上下方向に壁Ｗの背面と
当接（近接）するフランジ部１１０，１２０が立設されいる。一方、左側部１３および右
側部１４の上下端側には、それぞれ正面側から左右方向に壁Ｗの正面と当接（近接）する
フランジ部１３０，１４０が立設されている。
【００２０】
また、上側部１１および下側部１２には、取付枠２の係合突片２１０，２２０と互いに係
合する係合部１１１，１２１がそれぞれ設けられている。これら係合部１１１，１２１は
、内周面の正面側（図１（ｂ）では右側）に、背面側（同図では左側）ほど高さが高くな
りその終端で段差が生じるテーパー状に形成され、係合突片２１０，２２０の先端の爪２
１０ａ，２２０ａにそのテーパ状の部分を乗り越えさせてそれらの爪２１０ａ，２２０ａ
を段差面１１１ａ，１２１ａにそれぞれ掛止させる。
【００２１】
また、上側部１１、下側部１２、左側部１３および右側部１４には、それぞれ壁Ｗの取付
孔Ｗ１により強く嵌合するための嵌合用ばね部１１３，１２３，１３３，１４３が形成さ
れている。これらのうち、嵌合用ばね部１１３，１２３は、それぞれフランジ部１１０，
１２０から正面側に向かって外側に傾斜しながら立設された状態になっている。他方、嵌
合用ばね部１３３，１４３は、各周囲が切り欠かれており、背面側から正面側に向かって
外側に傾斜しながら立設された状態になっている。
【００２２】
さらに、左側部１３および右側部１４には、それぞれ保持枠１を壁Ｗに固定するための固
定爪１３４，１４４が背面側における切欠部１３２，１４２の両側に形成されている。そ
れら固定爪１３４，１４４は、正面側ほど高さが高くなりその終端で段差が生じるテーパ
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ー状に形成され、壁Ｗの取付孔Ｗ１の厚み部分をそのテーパ状の部分が乗り越えてそれら
の段差面１３４ａ，１４４ａが壁Ｗの背面にそれぞれ掛止する構造になっている。
【００２３】
このような構造の保持枠１および取付枠２の組付手順について説明すると、先ず、図４（
ａ），（ｂ）に示すように、保持枠１の上側部１１および下側部１２の双方を背面側に屈
曲し、この状態で、図４（ｃ）に示すように、上側部１１および下側部１２を壁Ｗの取付
孔Ｗ１の奥に挿入する。
【００２４】
続いて、保持枠１の屈曲点１３１，１４１側を押すなどしながら、図４（ｄ），（ｅ）に
示すように、フランジ部１１０，１２０が壁Ｗの背面側に潜り込むように、固定爪１３４
，１４４の段差面１３４ａ，１４４ａが壁Ｗの背面にそれぞれ掛止するまで固定爪１３４
，１４４側を押し込んで、背面側に屈曲した上側部１１および下側部１２を元の状態に戻
す。これにより、壁Ｗへの保持枠１の取付けが完了する。
【００２５】
この後、図５（ａ）～（ｄ）に示すように、取付孔Ｗ１の位置で壁Ｗに取り付けられた保
持枠１内に、結線済みの配線器具３が取り付けられた取付枠２の係合突片２１０，２２０
を所定位置に収めるようにして挿入する。このとき、係合突片２１０，２２０の爪２１０
ａ，２２０ａが、それぞれ保持枠１の係合部１１１，１２１を乗り越えて段差面１１１ａ
，１２１ａに掛止する。これにより、取付枠２が壁Ｗに取り付けられた保持枠１に保持さ
れる（図３）。そして、このあとは、図５（ｅ）～（ｆ）に示すように、従来と同様にし
て、化粧プレート４を取付枠２に取着する。
【００２６】
ところで、保持枠１は上下左右対称な形状をしているので、上側部１１と下側部１２とを
逆にしても、上記と全く同様にして使用することができることは言うまでもない。
【００２７】
以上の保持枠１によれば、工事時間の短縮、工事費削減、配線器具取付精度・強度の向上
、配線器具の移設／増設作業の省略化などが可能となる。
【００２８】
具体的には、保持枠１が、上側部１１および下側部１２の双方を背面側に屈曲するための
屈曲点１３１，１４１を左側部１３および右側部１４にそれぞれ有する枠状に形成される
ので、上側部１１および下側部１２の双方を背面側に屈曲した状態で、上側部１１および
下側部１２側を壁Ｗの取付孔Ｗ１の奥に挿入し、背面側に屈曲した上側部１１および下側
部１２を元の状態に戻すことにより、工具を使用することなく、しかも極めて簡単に保持
枠１を壁Ｗの取付孔Ｗ１に取り付けることができる。また、上側部１１および下側部１２
には、それぞれ背面側から上下方向に壁Ｗの背面と当接するフランジ部１１０，１２０が
立設され、左側部１３および右側部１４には、それぞれ正面側から左右方向に壁Ｗの正面
と当接するフランジ部１３０，１４０が立設されているので、正面側への脱落をフランジ
部１１０，１２０で防止し、取付孔Ｗ１の奥側への脱落をフランジ部１３０，１４０で防
止することができる。また、上記と逆の手順により壁Ｗの取付孔Ｗ１から保持枠１を取り
外すことも可能である。
【００２９】
また、保持枠１には、背面側ほど高さが高くなりその終端で段差の生じるテーパー状の係
合部１１１，１２１が上側部１１および下側部１２の内周面の正面側に形成されている一
方、取付枠２には、背面側に立設され先端に外向きの爪２１０ａ，２２０ａを持つ係合突
片２１０，２２０が係合部１１１，１２１に対応するように設けられているので、取付孔
Ｗ１の位置で壁Ｗに取り付けられた保持枠１内に、取付枠２の係合突片２１０，２２０を
収めるようにして挿入することにより、係合突片２１０，２２０の爪２１０ａ，２２０ａ
が、保持枠１の係合部１１１，１２１を乗り越えて、段差面１１１ａ，１２１ａに掛止す
るので、工具を使用することなく、しかも係合突片２１０，２２０に過渡的な負荷をかけ
ることなく極めて簡単に取付枠２を保持枠１に保持させることができる。
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【００３０】
（第２実施形態）
図６は本発明に係る第２実施形態の保持枠を示す図、図７は保持枠に保持される取付枠を
示す図、図８は壁に取り付けられた保持枠に保持される取付枠の様子を示す透視図である
。
【００３１】
先ず、図７を用いて取付枠について説明する。ただし、図７（ａ）は取付枠の正面図、（
ｂ）は（ａ）のＦ－Ｆ線断面図、（ｃ）は取付枠の右側面図、（ｄ）は取付枠の上側面図
である。
【００３２】
図７に示す取付枠２Ａは、上側部２１および下側部２２に、それぞれ先端に外向きの爪２
１０ａ，２２０ａを持つ係合突片２１０，２２０が一対左右に離隔して設けられている以
外は、第１実施形態の取付枠２と同様に構成される。なお、図７中の２１２，２２２は、
化粧パネル４を取り付けるための取付孔である。
【００３３】
次に、図６を用いて保持枠について説明する。ただし、図６（ａ）は保持枠の正面図、（
ｂ）は（ａ）のＤ－Ｄ線断面図、（ｃ）は保持枠の左側面図、（ｄ）は保持枠の右側面図
、（ｅ）は保持枠の上側面図、（ｆ）は保持枠の背面図、（ｇ）の（ａ）のＥ－Ｅ線断面
図である。
【００３４】
第２実施形態の保持枠１Ａは、上側部１１および下側部１２に、それぞれ、取付枠２の係
合突片２１０，２２０と互いに係合する係合部１１１，１２１が一対左右に離隔して設け
られているとともに、取付枠２Ａのねじ挿通孔２１１，２２１に挿通されたねじをねじ止
めするためのねじ孔が形成された円筒状のナット１１２，１２２が埋め込まれているほか
は、第１実施形態の保持枠１と同様に構成される。
【００３５】
このように、取付枠２Ａの上側部２１に係合突片２１０を一対左右に離隔して設け、その
下側部２２に係合突片２２０を一対左右に離隔して設け、さらに、保持枠１Ａの上側部１
１に係合部１１１を一対左右に離隔して設け、その下側部１２に係合部１２１を一対左右
に離隔して設けることにより、保持枠１Ａが取付枠２Ａを強固に保持することができる。
【００３６】
さらに、図８に示すように、工具を使用することなく極めて簡単に、取付枠２Ａを保持枠
１Ａに保持させることができるほか、上側部１１および下側部１２にそれぞれナット１１
２，１２２を埋め込むことにより、係合突片２１０，２２０を持たない既存の金属または
樹脂製の取付枠を保持枠１Ａにねじ止めすることができる。なお、図８に示す状態で、取
付枠２Ａを保持枠１Ａにさらにねじ止めするようにしても構わない。
【００３７】
（第３実施形態）
図９は本発明に係る第３実施形態の保持枠を示す図、図１０は壁に取り付けられた保持枠
に保持される取付枠の様子を示す透視図である。ただし、図９（ａ）は保持枠の正面図、
（ｂ）は（ａ）のＧ－Ｇ線断面図、（ｃ）は保持枠の右側面図、（ｄ）は保持枠の上側面
図、（ｅ）は保持枠の背面図、（ｆ）の（ａ）のＨ－Ｈ線断面図である。
【００３８】
第３実施形態の保持枠１Ｂは、係合部１１１，１２１を廃止した点以外は第２実施形態の
保持枠１Ａと同様に構成されている。より具体的には、第２実施形態では、保持枠１Ａの
上側部１１および下側部１２の内周面に形成された凹部に係合部１１１，１２１がそれぞ
れ形成されているが、第３実施形態では、係合部１１１，１２１とともにそれら凹部も廃
止されているのである。
【００３９】
このように、保持枠１Ｂにおいて、係合部１１１，１２１が廃止され、上側部１１および
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下側部１２にそれぞれナット１１２，１２２が埋め込まれている構成でも、図１０に示す
ように、係合突片２１０，２２０を持たない既存の金属または樹脂製の取付枠２PAを、２
本のねじ５を用いて保持枠１Ｂにねじ止めすることができる。
【００４０】
（第４実施形態）
本発明に係る第４実施形態の保持枠は、上記第１から第３実施形態の保持枠のいずれかと
同様に構成され、９～１５ｍｍの間の厚み寸法の石膏ボード、ベニヤ板、乾式パネルおよ
びケイサンカルシウムボードを含む各種壁材のいずれかからなる壁に取り付けることがで
きるようにするべく、上側部１１および下側部１２に立設されているフランジ部１１０，
１２０と左側部１３および右側部１４に立設されているフランジ部１３０，１４０との間
における正面および背面方向の内寸（図１（ｃ），図６（ｄ），図９（ｃ）の各Ｔ参照）
が上記厚み寸法に設定されていることを特徴とする。
【００４１】
この第４実施形態の保持枠によれば、石膏ボード、ベニヤ板、乾式パネルまたはケイサン
カルシウムボードなどからなり、９～１５ｍｍの間の厚みを持つ壁に取り付けることがで
きる。
【００４２】
（第５実施形態）
本発明に係る第５実施形態では、図略の取付枠は、１個モジュール寸法の配線器具を３個
取り付けることができる上記取付枠の寸法の２連または３連の寸法に設定され、保持枠は
、上記第１から第４実施形態の保持枠のいずれかと同様に構成され、上記２連または３連
の寸法に対応する大きさに形成されてなることを特徴とする。このような構成でも、上記
各実施形態と同様の効果を奏することができる。
【００４３】
なお、上記第１，第２実施形態では、工具を使用することなく極めて簡単に取付枠を保持
枠に保持させるため、取付枠に爪を持つ係合突片が立設され、その爪を掛止する係合部が
保持枠に設けられる構成になっているが、これとは逆に、保持枠に爪を持つ係合突片が立
設され、その爪を掛止する係合部が取付枠に設けられる構成でもよい。
【００４４】
例えば、第１実施形態の変形例として、図１１，図１２に示すように、保持枠１Ｃの上側
部１１および下側部１２に爪１１４ａ，１２４ａを持つ係合突片１１４，１２４が立設さ
れ、取付枠２Ｃの既に説明したねじ挿通孔２１１，２２１が爪１１４ａ，１２４ａを掛止
する係合部として利用される構成でも、工具を使用することなく極めて簡単に取付枠２Ｃ
を保持枠１Ｃに保持させることができる。ただし、図１１（ｂ）は（ａ）のＪ－Ｊ線断面
図であり、図１２（ｂ）は（ａ）のＫ－Ｋ線断面図である。
【００４５】
また、第２実施形態の変形例として、図１３，図１４に示すように、保持枠１Ｄの上側部
１１および下側部１２に、それぞれ爪１１４ａ，１２４ａを持つ係合突片１１４，１２４
が一対左右に離隔して立設され、取付枠２Ｄの既に説明した取付孔２１２，２２２が爪１
１４ａ，１２４ａを掛止する係合部として利用される構成でも、工具を使用することなく
極めて簡単に取付枠２Ｄを保持枠１Ｄに保持させることができる。
【００４６】
さらに、上記各実施形態等では、固定爪１３４，１４４が設けられる構成になっているが
、固定爪１３４，１４４を設けない構成でも構わない。
【００４７】
【発明の効果】
　以上のことから明らかなように、請求項１記載の発明は、壁に形成された取付孔の位置
でその壁に取り付けられ、その取付孔内に埋め込まれる配線器具を取り付けるための取付
枠を保持する保持枠であって、柔軟な樹脂により、上側部および下側部の双方を背面側に
屈曲するための屈曲点を左側部および右側部にそれぞれ有する枠状に形成され、前記上側
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部および下側部には、それぞれ背面側から上下方向に前記壁の背面と当接するフランジ部
が立設され、前記左側部および右側部には、それぞれ正面側から左右方向に前記壁の正面
と当接するフランジ部が立設され、上側部、下側部、左側部および右側部には、それぞれ
前記壁の取付孔の内面に弾接する嵌合用ばね部が形成され、左側部および右側部の中央部
に、それぞれ背面側に開口する三角形状の切欠部が形成され、それら切欠部の頂点側がそ
れぞれ上記屈曲点となっており、左側部および右側部それぞれの背面側における切欠部の
両側には前記壁の背面と当接する固定爪が形成されているので、上側部および下側部の双
方を背面側に屈曲した状態で、上側部および下側部側を壁の取付孔の奥に挿入し、背面側
に屈曲した上側部および下側部を元の状態に戻すことにより、工具を使用することなく、
しかも極めて簡単に保持枠を取付孔の位置で壁に取り付けることができるとともに、正面
側への脱落を上側部および下側部に立設されているフランジ部で防止し、取付孔の奥側へ
の脱落を左側部および右側部に立設されているフランジ部で防止することができる。また
、上記と逆の手順により壁の取付孔から保持枠を取り外すことも可能である。
【００４８】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の保持枠において、前記上側部および下側部には
、取付枠の背面側に立設された係合突片と互いに係合する係合部がそれぞれ設けられてい
るので、上側部および下側部の各係合部とこれらに対応する取付枠の各係合部とを互いに
係合させることにより、工具を使用することなく、取付枠を保持枠に保持させることがで
きる。
【００４９】
　請求項３記載の発明は、請求項２記載の保持枠において、前記上側部および下側部の各
々の係合部は、内周面の正面側に、背面側ほど高さが高くなりその終端で段差が生じるテ
ーパ状に形成され、前記係合突片の先端に外向きに形成された爪にそのテーパ状の部分を
乗り越えさせてその爪を前記段差の面に掛止させるので、壁の取付孔に取り付けられた保
持枠内に、取付枠の各係合突片を収めるようにして挿入することにより、保持枠の各係合
部におけるテーパ状の部分を対応する係合突片の先端の爪が乗り越えてテーパ状の部分の
終端に位置する段差の面に掛止するので、工具を使用することなく、しかも各係合突片に
過渡的な負荷をかけることなく極めて簡単に取付枠を保持枠に保持させることができる。
【００５０】
　請求項４記載の発明は、請求項１から３のいずれかに記載の保持枠において、前記上側
部および下側部の各々には、前記上側部および下側部に対応する前記取付枠の各部分に形
成されたねじ挿通孔に挿通されたねじをねじ止めするためのねじ孔が形成されているので
、係合突片を持たない既存の金属または樹脂製の取付枠を保持枠にねじ止めすることがで
きる。
【００５１】
請求項５記載の発明は、請求項１から４のいずれかに記載の保持枠において、前記壁は、
所定の厚み寸法の石膏ボード、ベニヤ板、乾式パネルおよびケイサンカルシウムボードを
含む各種壁材のいずれかからなり、前記上側部および下側部の各々に立設されているフラ
ンジ部と前記左側部および右側部の各々に立設されているフランジ部との間における正面
および背面方向の寸法が前記厚み寸法に設定されているので、石膏ボード、ベニヤ板、乾
式パネルまたはケイサンカルシウムボードなどからなる所定の厚み寸法の壁に取り付ける
ことができる。
【００５２】
　請求項６記載の発明は、請求項１から５のいずれかに記載の保持枠において、１個モジ
ュール寸法の配線器具を３個取り付けることができる寸法、またはこの２連もしくは３連
の寸法に設定された取付枠の寸法に対応する大きさに形成されてなるのであり、この構成
でも、工具を使用することなく、しかも極めて簡単に脱落の心配なく取付孔の位置で壁に
取り付けることができる。
【００５３】
請求項７記載の発明は、請求項１から６のいずれかに記載の保持枠に保持される取付枠で
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あって、前記保持枠の上側部および下側部とこれらに対応する当該取付枠の各部分には、
互いに係合する係合部が設けられているので、工具を使用することなく、しかも極めて簡
単に脱落の心配なく取付孔の位置で壁に保持枠を取り付けることができるほか、上側部お
よび下側部の各係合部とこれらに対応する取付枠の各係合部とを互いに係合させることに
より、工具を使用することなく、取付枠を保持枠に保持させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る第１実施形態の保持枠を示す図である。
【図２】保持枠に保持される取付枠を示す図である。
【図３】壁に取り付けられた保持枠に保持される取付枠の様子を示す透視図である。
【図４】保持枠を壁に取り付けるための手順を示す図である。
【図５】壁に取り付けられた保持枠に取付枠を保持させ取付枠に化粧プレートを取り付け
るための手順を示す図である。
【図６】本発明に係る第２実施形態の保持枠を示す図である。
【図７】保持枠に保持される取付枠を示す図である。
【図８】壁に取り付けられた保持枠に保持される取付枠の様子を示す透視図である。
【図９】本発明に係る第３実施形態の保持枠を示す図である。
【図１０】壁に取り付けられた保持枠に保持される取付枠の様子を示す透視図である。
【図１１】第１実施形態の変形例としての保持枠を示す図である。
【図１２】第１実施形態の変形例としての取付枠を示す図である。
【図１３】第２実施形態の変形例としての保持枠を示す図である。
【図１４】第２実施形態の変形例としての取付枠を示す図である。
【符号の説明】
１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ　保持枠
１１　上側部
１１０　フランジ部
１１１　係合部
１１２　ナット
１１４　係合突片
１２　下側部
１２０　フランジ部
１２１　係合部
１２２　ナット
１２４　係合突片
１３　左側部
１３０　フランジ部
１３１　屈曲点
１３２　切欠部
１４　右側部
１４０　フランジ部
１４１　屈曲点
１４２　切欠部
２，２Ａ，２Ｃ，２Ｄ　取付枠
２１　上側部
２１０　係合突片
２１１　ねじ挿通孔
２１２　取付孔
２２　下側部
２２０　係合突片
２２１　ねじ挿通孔
２２２　取付孔
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２３　左側部
２４　右側部
３　配線器具
４　化粧パネル

【図１】 【図２】



(11) JP 4062017 B2 2008.3.19

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(12) JP 4062017 B2 2008.3.19

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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